
２.交付申請～交付決定 

・ 公募要領の内容を確認 
 ※各種補足資料（ＳＩＩホームページに掲載）も合わせて確認のこと。 
 ※書類不備は、不採択の要因と成り得るので留意する。 

・ ＳＩＩホームページ（http://sii.or.jp/）でアカウント登録 
 ※登録から数日以内に、メールでアカウント情報（ID、パスワード）が届く 

・ メールで通知されたＵＲＬにアクセス 
・ ポータルにログイン 

・ ポータルより実施計画書等の様式をダウンロードし、 
  実施事業の計画を立案 

・ 入力した情報から書類を作成し、出力 

ポータルにログイン 

ポータルに入力 

書類の出力 

書類を郵送 

計画立案 

アカウントの登録 

公募要領の確認 

・ 申請に必要な情報をポータルに入力 

・ 「 ２－４（２） 提出書類一覧」に則り、必要書類をファイリングし
てＳＩＩに郵送 

交付申請の流れ 

ポータルが利用できない場合 

公募要領の確認 

計画立案 

書類を郵送 

書類の記入 

・ 公募要領の内容を確認 

・ 指定様式を入手し、実施事業の計画を立案 
（各地方経済産業局等で配布している。） 

・ 入手した様式から書類を作成 

・ 「２－４（２） 提出書類一覧」に則り、必要書類をファイリングして
ＳＩＩに郵送 

※ PCの利用環境が無い等、ポータルを利用できない場合、書面のみで申

請する事ができる。 
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Ａ 類 型 

２－４ 交付申請 
（１） 交付申請について 

 補助事業者はＳＩＩホームページにてアカウント登録をし、電子メールで補助事業ポータルのＩＤ、パス
ワードを受け取る。補助事業ポータルにログイン後、必要事項を入力して書類を作成の上、全ての申請
書類をＳＩＩに郵送する。 
※ 申請書類の内容と補助事業ポータルに入力する内容は必ず一致させること。 
※ 補助事業者は、経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 
※ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない補助事業者からの申請は受け付けない。 
※ 補助事業者は、交付決定後の契約、機器等の導入、補助対象経費の支払い完了等、事業実施の確実性や

予算の有効利用の観点から事業計画全体を十分に検討の上で申請を行うこと。 
※ 交付決定額の合計が予算額に達した場合、公募期間内であっても公募の受付を終了することがある。 



（２） 提出書類一覧（予定） 
  ※ 提出書類の内容は変更となる場合がある。 

２.交付申請～交付決定 

● １申請で複数事業所を申請する場合は、Ｎｏ.３、４及び添付②⑤は中表紙をつけて事業所ごとにまとめてファ
イリングすること。 

  ⇒詳細は｢交付申請の手引き」参照 
 

 補足 

※大規模工事や事業に要する費用が高額となる等の場合は、追加で設計図書などの提出を求める場合もある。 

必 須 書 類 

※ 写し。リース事業者と共同申請の場合のみ 

※ 写し。ESCO事業者と共同申請の場合のみ 

※ 断熱・塗料の場合のみ設置、塗装の箇所が分かる 
   図面及び使用量の算出過程が分かる計算書等（事業所ごと）             

※ 売上高に対するエネルギーコスト割合の計算書及び決算書 
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※ 経済産業大臣の認定印が押印された賦課金に係る 
  特例の認定申請書の写し 
  （平成２７年度、又は２６年度における特例分） 

Ａ 類 型 

エネルギー多消費企業であることが 
確認できる書類 
 
FIT減免認定を受けている事が確認 
できる書類 
 
リース料金試算書、契約案文 

                     
ESCO料金試算書、契約案文  

 
断熱・塗料の使用量が確認できる書類         

添付① 

添付② 

添付④ 

添付⑤ 

添付③ 

＜以下の書類は必要に応じて提出＞ 

Ｎｏ．  書式 書類名称 備考 

１ 指定 交付申請書 

２ 指定 実施計画書 

３ 指定 導入機器等一覧 事業所ごと 

４ 指定 性能証明書 

５ 自由 
商業登記簿謄本 
（全部事項証明書） 

個人事業主の場合は税務代理権限証書の写しもしくは税
理士・会計士等による青色申告内容が事実と相違ないこ
との証明（任意様式）を添付のこと 

６ 自由 見積書 競争関係にある３者以上の業者からの見積書の写し 

交付申請書



２.交付申請～交付決定 

◇ ファイリングの参考例    指定ファイル：Ａ４版・２穴タイプ 
※ 背表紙があるファイルを使用 

・ 申請書類はＡ４版のファイル（２穴タイプ）で綴じ、

表紙には以下の項目を記入すること。 

  ① 補助金名 

  ② 申請書番号（※） 

  ③ 事業者名 

 背表紙には以下を記入すること。 

  ② 申請書番号（※） 

  ③ 事業者名 

※ 補助事業ポータル入力時に発番される。 

  補助事業ポータルを使用せずに申請する場合 

  は、空白のままでよい。 

  

・ ファイルは、ファイリングする書類に応じた厚さ 

 にすること。 

 

・ 全ての書類には穴を開け、直接ファイリングす

ること（クリアフォルダには入れない）。書類の左

側には十分な余白をとり、記入部分に穴がかか

らないようにすること。 

 

・ 袋とじは不可。 

 

・ 書類のホッチキス止めは不可。 

 

・ 提出書類は、全てコピーをして保管し、コピー 

 書類で申請することがないようにすること。 

申
請
書
番
号 

○
○
株
式
会
社 

 
 
 
 

 
 

 

2 

3 

3 

【ファイルの作成方法】 

【ファイリングの方法】 

申
請
書
番
号 

・ 各書類の最初には、該当する書類のＮｏ．

と書類名称（Ｐ．１８参照）を記入したインデ

ックスつきの中仕切りを挿入する。 

 （書類自体にはインデックスをつけない） 

○
○
株
式
会
社 

2 １ 
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Ａ 類 型 

各書類間に 
中仕切りをつける 

インデックス 
（Ｐ．１８のＮｏ．と書類名称） 

を記入 



３－３  完了報告 
（１） 完了報告について 

 補助事業ポータルにログインを行い、必要事項を入力して書類を作成の上、全ての完了報告書類を 
ＳＩＩに郵送する。 
※ 完了報告書類の内容と補助事業ポータルに入力する内容は必ず一致させること。 
※ 補助事業ポータルでの必要事項の入力完了だけでは完了報告とは認められない。必ず提出書類一式を郵送す

ること。      
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・ 公募要領の内容を確認 
 ※各種補足資料（SIIホームページに掲載）も合わせて確認のこと 

・ ポータルにログイン 

・ 入力した情報から書類を作成し、出力 

ポータルにログイン 

ポータルに入力 

書類の出力 

書類を郵送 

公募要領の確認 

・ 完了報告に必要な情報をポータルに入力 

・ 「３－３（２） 提出書類一覧」に則り、必要書類をファイリングして 
 ＳＩＩに郵送 

完了報告の流れ 

３.事業開始～補助金交付 

事業の完了 ・ 補助事業に係る機器等を導入の上、全ての支払いが完了 

※ PCの利用環境が無い等、ポータルシステムを利用できない場合、書面の
みで報告する事ができる。 

ポータルが利用できない場合 

・ 公募要領の内容を確認 
 ※各種補足資料（SIIホームページに掲載）も合わせて確認のこと 

書類の記入 

書類を郵送 

公募要領の確認 

・ 「３－３（２） 提出書類一覧」に則り、必要書類をファイリングして 
 ＳＩＩに郵送 

事業の完了 ・ 補助事業に係る機器等を導入の上、全ての支払いが完了 

・ 入手した様式から書類を作成 

※ 交付申請時に補助事業ポータルを利用して必要書類を作成・申請し交付決定を受けた場合は、完了報告 

  も必ず補助事業ポータルを利用すること。 

Ａ 類 型 



（２） 提出書類一覧（予定） 
    ※ 提出書類の内容は変更となる場合がある。 

Ｎｏ． 書式 書類名称 備考 

１ 指定 実績報告書兼精算払請求書 (別紙）収支明細表含む 

２ 指定 導入機器等一覧兼取得財産等明細表 事業所ごと 

３ 自由 見積書 交付申請時の写し 

４ 指定 性能証明書 交付申請時の写し 

５ 指定 交付決定通知書 写し 

６ 自由 注文書及び注文請書 写し 

７ 指定 設置完了証明書 

８ 自由 工事前・中・後の写真 工事写真を事業所ごとつけること 

９ 自由 振込証明書等 写し 

１０ 自由 通帳･口座証明書 通帳・口座証明書の写しをつけること 

必 須 書 式 

３.事業開始～補助金交付 

 
 
● １申請で複数事業所を申請している場合は、Ｎｏ.２、４、７、８及び添付②は、中表紙をつけて事業所

ごとにまとめてファイリングすること。 
  ⇒詳細は ｢完了報告の手引き」参照 
 
● 大規模工事や事業に要する費用が高額となる等の場合は、追加で設計図書、納品書･検収書など

の提出を求める場合もある。 
 
● 添付③～⑤はＳＩＩと補助事業者間でやり取りした文書を日付順に記入すること。 
  ⇒詳細は ｢完了報告の手引き」参照 
 

補足 
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Ａ 類 型 

＜以下の書類は必要に応じて提出＞ 

        見積書（変更分） 
 

        断熱・塗料の使用量が 
        確認できる書類    
 

        申請情報変更届 
 

        計画変更承認申請書 
 

        事故報告書 
 

        リース契約書    
 

        ＥＳＣＯ契約書 

添付③ 

添付④ 

添付⑤ 

添付⑥ 

添付⑦ 

添付① 

添付② 

※ 申請時に提出した見積書から変更があった際、見積書の写しをつけること 

※ 断熱・塗料の場合のみ提出。申請時に提出分から変更があった際、設置、塗装の箇所が 
    分かる図面及び使用量の算出過程が分かる計算書等 

※ 代表者、住所、事業所名を変更した際、ＳＩＩに提出した代表者、住所、事業所名変更届の写し 

※ 計画内容を変更した際、ＳＩＩに提出した計画変更承認申請書の写し及び計画変更承認通知書の原本 

※ 事業完了が遅れる見込みと判断される際、ＳＩＩに提出した事故報告書及び事故対応指示書の原本 

※ 写し。リース事業者と共同申請の場合のみ 

※ 写し。ESCO事業者と共同申請の場合のみ 

完了報告書



◇ ファイリングの参考例    

【ファイリングの方法】 

・ 各書類の最初には、該当する書類のＮｏ．

と書類名称（Ｐ．２６参照）を記入したインデ

ックスつきの中仕切りを挿入する。 

 （書類自体にはインデックスをつけない） 
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３.事業開始～補助金交付 

閉じ方等は、交付申請書と同様。 
ファイルのタイトルが「完了報告書類」となる。 

指定ファイル：Ａ４版・２穴タイプ 
※ 背表紙があるファイルを使用 

・ 完了報告書類はＡ４版のファイル（２穴タイプ）

で綴じ、表紙には以下の項目を記入すること。 

  ① 補助金名 

  ② 申請書番号（※） 

  ③ 事業者名 

 背表紙には以下の項目を記入すること。 

  ② 申請書番号（※） 

  ③ 事業者名 

※ 補助事業ポータル入力時に発番される。 

  補助事業ポータルを使用せずに申請する場合 

  は、空白のままでよい。 

  

・ ファイルは、ファイリングする書類に応じた厚さ 

 にすること。 

 

・ 全ての書類には穴を開け、直接ファイリングす

ること（クリアフォルダには入れない）。書類の左

側には十分な余白をとり、記入部分に穴がかか

らないようにすること。 

 

・ 袋とじは不可。 

 

・ 書類のホッチキス止めは不可。 

 

・ 提出書類は、全てコピーをして保管し、コピー 

 書類で申請することがないように。 

申
請
書
番
号 

○
○
株
式
会
社 

 
 
 
 

 
 

 

2 

3 

3 

【ファイルの作成方法】 

申
請
書
番
号 

○
○
株
式
会
社 

2 １ 

Ａ 類 型 

インデックス 
（Ｐ．２６のＮｏ．と書類名称） 

を記入 

各書類間に 
中仕切りをつける 


